
 
 
 
 
 
 
 
 

3 設計図書の照査・工事測量の成果 

（着工前測量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［3］設計図書の照査・工事測量の成果(着工前測量) 

 

1.設計図書の照査 

土木工事共通仕様書第１編 1-1-3（設計図書の照査等） 2．設計図書の照査に、自らの負担によ

り契約約款第 18 条第１項第 1 号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合

は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならないと規定

されている。ただし、該当する事実がない場合（設計図書と一致している場合）も監督員へその旨

を書面で提出し、確認を受けるものとする。【様式有り：｢設計図書の照査結果一覧表｣】 

  

大分県公共工事請負契約約款第 18 条 

乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに

監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと 

（これらの優先順位が定められている場合を除く） 

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること 

三 設計図書の表示が明確でないこと 

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

 
2.工事測量の成果(着工前測量) 

（１）目的 

土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-37（工事測量）1.一般事項に、下記のとおり規定されている。 

1 ）受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮ＢＭ)、工事用多角点の設置及び用地

境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない・…後略。 

測量は土木工事の中で基本的なことであり且つ、構造物の出来形を左右する最も重要な作業

である。 

（２）実施上の留意点 

１）管理内容は土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-37（工事測量）に基づく、測量標(仮ＢＭ)、工事

用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等の確認である。 

２）測量は「公共測量作業規程(平成 22 年 3 月)大分県」及び｢大分県農業農村整備事業測量作業

規程(平成 28 年 7 月)に基づいて実施する。 

３） 近接する他の工事がある場合は、仮ＢＭ、中心線などの測量成果を照合しておく必要がある。 

４）中心線、縦断、横断測量の結果、設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、その 

成果を設計図に朱色で記入し、監督員に提出し指示を受けなければならない。 

５）測量標は、位置及び高さの変動がないよう保護杭等で適切な保護をしなければならない。 

また、用地巾杭、仮ＢＭ、工事用多角点及び重要な工事用測量標は移転してはならない。 

ただし、これを在置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移転することができる。 

（３）実施要領 

１）仮ＢＭの設置 

国土地理院が設置している水準点から水準測量を行い仮ＢＭを設置することを原則とする。

水準測量は、平地においては 3 級水準測量、山地においては 4 級水準測量により行うものと

する。 
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基準となる水準点の選定は監督員の指示を受ける。設置箇所については、工事延長が長い場

合は 100ｍに 1 箇所程度設けると、施工にあたって便利である。 

２）中心線測量 

監督員の指示する基準点又はＩ・Ｐに基づき中心線測量を行い、測点の照合を行う。役杭 

（ＢＣ、ＥＣ、ＫＡ、ＫＥ）は保護杭又は引照点を設置し、その位置が正確に再現できるよ

うにしおく。 

３）縦断、横断測量 

仮ＢＭの設置、中心線の照合を行った後、縦横断測量を行い設計図面との照合を行う。 

縦横断図は工事数量を算出する基礎となる資料であると共に、用地巾にも影響を来すので、

測点間における地形の変化にも留意し、変化点（プラス杭）を設ける必要がある場合は、図

面を作成して監督員と協議する。 

４）用地境界確認 

上記基本測量に引き続き用地境界測量を実施する。 

用地境界杭が亡失又は移動している場合は、監督員に報告すると共に、地権者の立会を得て

再設置を行う。 

５）管理項目に対する成果品 

① 仮ＢＭの設置 

・測量成果表 

・仮ＢＭ設置箇所見取図、写真 

② 中心線測量 

・測量成果表 

・役杭等と引照との関係を示す見取図 

③ 縦断、横断測量 

・縦 断 図 

・横 断 図 

④ 用地境界の確認 

・用地杭調書 
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【作成例】 

 
 

 
［公共測量作業規程より抜粋］ 
  点検計算の許容範囲 
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【作成例】 
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【作成例】 

（中心線測量） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（  ）書きは実測値 

 
① 既知点（B）から既知点（A）までの単路線方式による基準点間のチェックを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［公共測量作業規程より抜粋］ 
  結合多角方式、閉合多角方式、単路線方式における点検計算の許容範囲 
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② 新点、Ｔ-１～Ｔ-３を設置する際にＢ～Ｃ間の誤差を補正する。 

③ 新点、Ｔ-１～Ｔ-３により中心線をチェックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（  ）書きは実測値 
［公共測量作業規程より抜粋］ 
  較差の許容範囲は、次表に定めるとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 役杭及び測点杭は、工事の支障のない所に引照杭を設置する。必要に応じて座標を求めるものと

する。 

      （引照杭見取図） 

 

（横断測量） 
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